
 

 

 

「徳島県における中学校の部活動の地域展開等に関する手引き」（案）について 

 

１ 策定の趣旨  

令和７年１２月、部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する国のガイドライ

ンが示されたことを受け、急激な少子化が進む中でも、将来にわたる生徒のスポーツ

・文化芸術活動の機会の確保・充実等を図るとともに、学校の働き方改革を推進する

ため、「徳島県における中学校の部活動の地域展開等に関する手引き」を策定する。 

 

２ 改革実行期間  

 令和８年度から令和１３年度までの６年間 

 

３ 基本方針  

各市町村が改革の実施主体となり、県は、改革に向けたリーダーシップを発揮し、

国と連携し、各市町村へきめ細やかな支援や地域展開等に向けた基盤づくりを行う。 

 

４ 取組目標  

①休日 

・改革実行期間内に、原則、全ての中学校部活動を「地域クラブ活動」へ展開 

②平日 

・各種課題の解決策を検証し、地域の実情に応じた取組を実施 

 

５ 主な内容  

①地域クラブ活動の在り方及び認定制度 

・地域クラブ活動の在り方 

・地域クラブ活動に関する認定制度 

②地域展開の円滑な推進に当たっての対応 

・推進体制の整備 

・各種課題への対応 

・生徒のニーズの反映及び地域クラブ活動への参画促進等 

③大会・コンクールの在り方 

・生徒の大会等の参加機会の確保 

・大会等への参加の引率や運営に係る体制の整備 

・生徒の大会等の安全確保 

・全国大会をはじめとする大会等の在り方 

④関連する制度の在り方 

・教師等の兼職兼業 

・教師の人事における学校部活動の指導力の評価等 

・高等学校入学者選抜における学校部活動・地域クラブ活動の取扱い 

資料２－１ 令和８年２月定例会（付託） 
文教厚生委員会資料 
教 育 委 員 会 


